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(57)【要約】
【課題】　簡単な構成でありながら高濃度の水素ガスを
検知することができる高濃度水素ガスセンサーを提供す
る。
【解決手段】　この水素センサーは、検出電極１４及び
基準電極１６と、これらの電極と接触する電解質１２と
を備えている。検出電極１４及び基準電極１６として、
標準状態において水素分子がこれら電極の表面で自発的
に原子状水素に解離しないような素材を用いている。そ
して、例えば、ヒータ２０により少なくとも検出電極１
４を標準状態より高い温度に維持することにより、検出
電極１４の表面で水素分子を活性化して解離させ、これ
によりこれら電極間に発生する起電力値に基づいて水素
ガスを検出する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出電極及び基準電極と、これらの電極と接触する電解質とを備え、
　前記検出電極及び前記基準電極として、標準状態において水素分子がこれら電極の表面
で自発的に原子状水素に解離しないような素材を用い、
　少なくとも前記検出電極を標準状態より高い温度に維持することにより該検出電極の表
面で水素分子を活性化して解離させ、これによりこれら電極間に発生する起電力値に基づ
いて水素ガスを検出することを特徴とする高濃度水素ガスセンサー。
【請求項２】
　前記検出電極及び前記基準電極として、Ｈ２（－）｜５０ｍｏｌ／ｍ３Ｈ２ＳＯ４｜物
質試料（＋）で構成したセルでの標準起電力値が０．８Ｖ未満の値を示す素材を用いるこ
とを特徴とする請求項１に記載の高濃度水素ガスセンサー。
【請求項３】
　前記検出電極の表面で水素分子が原子状水素に解離するようになる温度が、前記基準電
極の表面で水素分子が原子状水素に解離するようになる温度より低いものであることを特
徴とする請求項１または請求項２に記載の高濃度水素ガスセンサー。
【請求項４】
　前記検出電極の温度が前記基準電極の温度より高くなるようにすることを特徴とする請
求項１ないし請求項３のいずれかに記載の高濃度水素ガスセンサー。
【請求項５】
　前記基準電極として金属水素化物を用いることを特徴とする請求項１ないし請求項４の
いずれかに記載の高濃度水素ガスセンサー。
【請求項６】
　前記電解質として固体電解質を用いることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいず
れかに記載の高濃度水素ガスセンサー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、水素燃料電池の水素極側セルの水素濃度を検知することで，燃料電
池の稼動状況や燃料効率を評価するのに利用可能な高濃度水素ガスセンサーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今後の水素エネルギー利用社会において水素爆発の危険性を払拭し安全性が高く、利便
性に優れた水素エネルギー利用システムの構築が望まれる。このような目的に用いられる
水素ガスセンサーには、大気中に漏れた水素量を瞬時に高精度で検出でき、構造が単純で
、信頼性が高いことが求められる。
【０００３】
　このような水素ガスセンサーとして、特許文献１に示すような起電力型の水素ガスセン
サーが開示されている。この水素ガスセンサーでは、検出電極として、常温において水素
分子が電極の表面に達すると自発的に原子状水素に解離するような素材を用いており、基
準電極として、常温において水素分子が電極の表面で自発的に解離しないような素材を用
いている。
【０００４】
　このような構成の水素ガスセンサーにおいて、検出電極に水素ガスが触れると水素濃度
に依存して水素ガスが原子状に解離し、水素濃度に依存した電位を呈するようになる。一
方、基準電極では解離が発生しないので、これらの電極間にガス濃度に対応する電位差が
発生し、これを検出することで水素ガスセンサーとして機能する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】WO 2005-080957号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記のような従来の水素ガスセンサーの出力特性は、理論的に、水素濃
度の対数に比例するので、水素ガス濃度－出力曲線が急な低濃度領域では精度が得られる
が、高濃度領域の水素ガスの濃度変化に対して出力が鈍感となり、充分な精度が得られな
い。
【０００７】
　本発明は、前記事情に鑑みて為されたもので、簡単な構成でありながら高濃度の水素ガ
スを検知することができる高濃度水素ガスセンサーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために、請求項１に記載の水素センサーは、検出電極及び基準電極
と、これらの電極と接触する電解質とを備え、前記検出電極及び前記基準電極として、標
準状態において水素分子がこれら電極の表面で自発的に原子状水素に解離しないような素
材を用い、少なくとも前記検出電極を標準状態より高い温度に維持することにより該検出
電極の表面で水素分子を活性化して解離させ、これによりこれら電極間に発生する起電力
値に基づいて水素ガスを検出することを特徴とする。
【０００９】
　請求項１に記載の発明によれば、検出電極を標準状態より高い温度に維持することによ
り標準状態では検出電極の表面で水素分子を活性化して解離させる機能を持たせる。これ
により、標準状態では機能しなかった素材に適度な水素検出機能を持たせる。この活性化
解離した状態で機能する検出電極では、水素濃度に対する起電力の関係が自発的に解離し
た状態で機能する検出電極とは異なり、水素濃度のほぼ全域で水素濃度に比例する起電力
を出力するので、高濃度領域でも測定が可能である。
【００１０】
　ここで、このセンサーが出力を水素濃度に比例するようにはできるのは、このセンサー
の原理が、水素分子を活性化して解離させ、原子状の水素としてポテンシャル障壁を乗り
越えさせて反応させるというものであり、この原子状の水素の数は、その場に存在する水
素分子の数に比例すると考えられるからである。水素濃度と起電力の具体的な関係は、電
極素材の適当な選択と、温度条件の設定により、調整が可能であると考えられる。
【００１１】
　また、「標準状態」とは、常温常圧を言い、「標準状態より高い温度」とは、具体的に
は、素材の表面で水素分子が原子状水素に解離するようになる温度（動作特性温度）を言
う。もし、センサーの動作環境が動作特性温度より高い場合には、そのままの条件で機能
するが、動作特性温度より低い場合には、少なくとも検出電極を加温して動作特性温度よ
り高い温度に維持する。
【００１２】
　請求項２に記載の高濃度水素ガスセンサーは、請求項１に記載の発明において、前記検
出電極及び前記基準電極として、Ｈ２（－）｜５０ｍｏｌ／ｍ３Ｈ２ＳＯ４｜物質試料（
＋）で構成したセルでの標準起電力値が０．８Ｖ未満の値を示す素材を用いることを特徴
とする。
【００１３】
　このような素材としては、ニッケル、チタン、銅鉄、アルミニウム、これらを含む合金
、及び有機導電材料、さらにはこれらの複合材料を例示することができる。これらのうち
から検出電極と基準電極の選択と温度条件等を実験的により求めることにより、好適なセ
ンサーを構築することができる。
【００１４】
　請求項３に記載の水素センサーは、請求項１または請求項２に記載の発明において、前
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記検出電極の表面で水素分子が原子状水素に解離するようになる温度が、前記基準電極の
表面で水素分子が原子状水素に解離するようになる温度より低いものであることを特徴と
する。
【００１５】
　請求項３に記載の発明によれば、電極の表面で水素分子が原子状水素に解離するように
なる温度を動作特性温度と言うと、検出電極の動作特性温度Ｔ１が、基準電極の動作特性
温度Ｔ２より低いものであるので、センサー全体をこれらの温度の中間の適当な温度Ｔｓ

に標準状態より高い温度に維持することで、検出電極のみが活性化解離状態とし、水素検
出機能を発揮させる。
【００１６】
　請求項４に記載の水素センサーは、請求項１ないしは請求項３のいずれかに記載の発明
において、前記検出電極の温度が前記基準電極の温度より高くなるようにすることを特徴
とする。
【００１７】
　請求項４に記載の発明によれば、検出電極の温度が基準電極の温度より高くなるように
することで、検出電極と基準電極として同じ素材を用いても、検出電極のみを活性化解離
状態として、水素検出機能を発揮させる。この場合、検出電極と基準電極を異なる温度に
制御するための構成が必要となる。
【００１８】
　請求項５に記載の水素センサーは、請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の発明に
おいて、前記基準電極として金属水素化物を用いることを特徴とする。
【００１９】
　請求項５に記載の発明によれば、基準電極として金属水素化物を用いることで、一種の
水素電極となり、水素濃度の変動に対して安定な基準電極を得ることができる。
【００２０】
　請求項６に記載の水素センサーは、請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の発明に
おいて、前記電解質として固体電解質を用いることを特徴とする。
【００２１】
　請求項６に記載の発明によれば、電解質として固体電解質を用いることで、使用し易く
、安定的に動作するセンサーを、低コストで提供することができる。固体電解質としては
、例えば燐タングステン酸や燐モデブリン酸等が挙げられる。また、多湿な環境下ではナ
フィオンなどの水に溶け出さない固体高分子電解質が有効である。
【発明の効果】
【００２２】
　請求項１ないし請求項６に記載の発明によれば、簡単な構成でありながら高濃度の水素
ガスを検知することができる高濃度水素ガスセンサーを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】この発明の実施の形態の高濃度水素ガスセンサーの構成を示す図である。
【図２】この発明の他の実施の形態の高濃度水素ガスセンサーの構成を示す図である。
【図３】この発明の実施例の高濃度水素ガスセンサーの構成を示す図である。
【図４】図３の高濃度水素ガスセンサーの起電力値を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照してこの発明の実施の形態を説明する。
　図１はこの発明の実施の形態の高濃度水素ガスセンサーを示すもので、絶縁性基板１０
上に、膜状の固体電解質１２を形成し、その上に検出電極１４及び基準電極１６を互いに
離間して設けている。検出電極１４及び基準電極１６は、配線を介して起電力計１８に接
続されている。さらに、これらを覆うヒータ２０とその電源２２、検出電極１４の温度を
測定する温度センサー２４、及びこの温度センサー２４の出力に基づいてヒータ２０への
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給電を制御する制御装置２６が設けられている。このヒータ２０は、例えばメッシュ状に
構成され、水素ガスに対する通気性と保温性とを兼ね備えている。ここで、検出電極１４
及び基準電極１６を絶縁性基板１０に配置し、その後、膜状の固体電解質１２を形成する
ようにしてもよい。
【００２５】
　固体電解質１２としては、燐タングステン酸や燐モリブデン酸を用いることができ、グ
ラスウールなどの構造補強材を含ませて、強度や電極１４、１６との密着性を増大させる
ことができる。また、固体高分子膜であるナフィオンを用いることもできる。
【００２６】
　検出電極１４及び基準電極１６としては、標準状態において水素分子がこれら電極の表
面で自発的に原子状水素に解離しないような素材が用いられる。これは、Ｈ２（－）｜５
０ｍｏｌ／ｍ３Ｈ２ＳＯ４｜物質試料（＋）で構成したセルでの標準起電力値が０．８Ｖ
未満の値を示す素材であって、ニッケル、チタン、銅鉄、アルミニウム、これらを含む合
金、及び有機導電材料、さらにはこれらの複合材料を例示することができる。これらの素
材は、所定の温度（動作特性温度）において素材の表面で水素分子が原子状水素に解離す
るようになる。この例では、検出電極１４の動作特性温度Ｔ１が基準電極１６の動作特性
温度Ｔ２より低いような異なる素材の組合せとし、ヒータ２０による加温の条件は、セン
サーの温度ＴＳがこれらの動作特性温度の中間の値となる（Ｔ１＜ＴＳ＜Ｔ２）ように設
定する。
【００２７】
　このように構成した高濃度水素ガスセンサーでは、検出電極１４のみで水素分子が活性
化解離し、解離していない基準電極１６との間に水素ガス濃度に依存する起電力を生じる
。これは、自発的解離状態で機能する検出電極１４とは異なる特性を示し、高濃度領域で
も測定が可能となる。この実施の形態では温度センサーを用いて温度を制御するようにし
たが、温度条件が厳密でない場合や所定の電流を設定することで所定温度に維持できる場
合には、温度センサーや制御装置を省くことができる。
【００２８】
　図２は、この発明の他の実施の形態を示すもので、先の実施の形態と異なる点は、検出
電極１４及び基準電極１６として同じ素材を用いている点と、ヒータ２０ａ，２０ｂ、温
度センサー２４ａ，２４ｂ及び制御装置２６ａ，２６ｂを検出電極１４及び基準電極１６
のそれぞれに個別に設けた点である。この実施の形態では、検出電極１４の温度ＴＤを素
材の動作特性温度Ｔ０より高くなるように、基準電極１６の温度ＴＲを素材の動作特性温
度Ｔ０より低くなる（ＴＤ＞Ｔ０＞ＴＲ）ように設定する。これにより、検出電極１４の
みで水素分子が活性化解離し、解離していない基準電極１６との間に水素ガス濃度に依存
する起電力を生じ、水素濃度の測定が可能となる。
【実施例】
【００２９】
　図３は、この発明の実施を示すもので、この高濃度水素ガスセンサーでは、電解質とし
て液体電解質を使用している。すなわち、２つの有底容器３０ａ，３０ｂに電解質液３２
（８５％燐酸）を入れ、これらを連絡管３４により繋いだ。また、それぞれの容器３０ａ
，３０ｂに同じ素材（タングステン）からなる検出電極１４及び基準電極１６を挿入し、
起電力計１８に接続した。検出電極１４側の容器を電気炉３６内に配置し、検出電極１４
の温度ＴＤが８５℃になるように加熱した。検出電極１４の周囲を栓付きの管３８で覆い
、この中の空間をＡｒで希釈した水素ガスで置換し、起電力値を測定した。結果を図４に
示す。
【００３０】
　この図から明らかなように、この高濃度水素ガスセンサーでは、水素ガス濃度の全域に
わたって起電力値と濃度の間にほぼ直線的な関係が見られ、高濃度域で用いる水素ガスセ
ンサーとして有効であることが分かった。
【符号の説明】
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【００３１】
　１２　　固体電解質
　１４　　検出電極
　１６　　基準電極
　２０　　ヒータ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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